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令和5年6月、「産後ケア事業は、育児不安や心身に不調がある場合だけ
でなく、支援を必要とする女性は誰でも受けられるユニバーサルサービス」
として利用が促されるべきであることが各自治体に通知された

対象：
出産後1年以内の女子であって産後ケアを必要とする者と
自宅において養育が可能である者
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令和５年３月30日付事務連絡
「産婦健康診査・産後ケア事業の体制整備のための情報提供について」
都道府県による支援の必要性等の周知

令和５年６月30日付事務連絡
「産後ケア事業の更なる推進について」
希望する全ての方が産前・産後ケアを利用することができるよう、産前・産後
ケアの体制の充実（ユニバーサルサービスとして助成回数・助成額の緩和など）

令和５年９月14日付事務連絡
「里帰り出産をする妊産婦への支援について」
里帰り予定の妊婦に対し、里帰り先で妊婦健康診査や産後ケア事業等の母子保健サー

ビスを受けた際の償還払いの手続き等、里帰り出産をする際に必要な情報の提供

令和７年３月21日付事務連絡
「産後ケア事業における重大事故等発生時の報告様式等について」
令和７年３月21日付事務連絡
「産後ケア事業における安全管理の推進について」
事故発生時の報告および重大事故の再発防止・発生予防について



生後2か月の乳児：母親の就寝中、助産師が目を離した約20
分の間（別の部屋で子どもの面倒を見ていた）に心肺停止
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（本日のメニュー）
支援を必要としているすべての母子に
個々のニーズにあった産後ケア（事業）が行き届くために、

〇産科診療所における産後ケア事業の現状と課題（木村）
〇産婦が必要とする産後ケア（事業）に関する調査結果（星）
〇産婦のニーズに合った産後ケア提供のための対策案
：宿泊型産婦ケア事業を推進するために必要なこと（福嶋）

忌憚のないご意見を宜しくお願い申し上げます
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